令和7年12月25日
各　　　位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富士見町教育委員会　
生涯学習課 スポーツ係
令和８年度町内体育施設利用計画について（照会）
　日頃より、町生涯スポーツ事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、令和８年度町内体育施設利用計画策定の時期となりました。
つきましては、町内体育施設を利用して実施する事業についての照会をしますので、別紙の事業計画書に必要事項を記入していただき、提出期限までに町民センター内スポーツ係へ提出をお願いします。
　その後、提出していただいた事業計画書により令和８年度の調整を行います。
他団体と利用希望日が重なった場合は、こちらからご連絡いたしますので、お互いに調整していただきスポーツ係へ報告をお願いします。
利用計画決定以降の大会等の利用申込み・日程変更については、特別な理由がある場合に限り受け付けますが、ご希望どおりの日程とならない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
　提出にあたっては、別紙留意事項をお読みください。
※富士見町・富士見町教育委員会の行事が優先されますのでご承知おきください。
◆提出期限　令和８年1月２０日（火）
◆提出場所　町民センター内　スポーツ係

※代表者・担当者が変わっておりましたら、お手数ですが引き継ぎをお願いいたします。

町民センター内
生涯学習課スポーツ係

担当：小林　℡62-2400

【留意事項】
　○基本的には町行事が優先になります。
　○貴団体等で主催する事業については、開催要項（または案）を必ず添付してください。

　○「交流大会」等、大会の名目であっても、実態が練習試合や合同練習の場合は、大会としての申請は認めません。
○区・公民館球技大会の練習活動については、毎月10日に開催している体育施設利用者会議または利用者会議後の11日以降に予約をしてください。
　○多くの方が利用できるよう大会の前日準備は必要最小限の作業（器具や設置位置の確認等）のみとし、当日に準備ができない場合に限り認めます。（その場合、備考欄に理由と準備の後に他団体が使用「可」または「不可」を記載してください。）
　○予備日も同様に必要最小限とし、備考欄へその旨を必ず記載してください。

　○特別な理由が無い限り、各体育施設は開館時間内での利用が原則です。大会や行事の開始時間を調整し、時間外の利用が無いように計画してください。
◯各施設の使用時間は下記のとおりです。
　　町民センター・海洋センター・町民広場　8:30～21:50（原則月曜休館）
　　第2体育館　9:00～21:30（原則月曜休館）
　◯学校体育施設につきましては、学校行事が優先となります。
町民センター・海洋センター・第２体育館が使用できない時に限り受付します。
　　富士見中学校　（平日）18:30～21:30　　（土日祝日）8:30～21:30
町内小学校　　（平日）18:45～21:50　　（土日祝日）8:30～21:50
　◯やむを得ずキャンセルになる場合は、早めにご連絡ください。
　◯期限までに事業計画書の提出がない場合は、利用計画がないものとして処理させていただきます。
　〇施設内及び学校敷地内は全面禁煙です。
　〇学校体育施設内では火気厳禁です。
　〇体育施設及び学校体育施設の利用後は戸締りや消灯を確認し、鍵を返却してください。

【年間行事以外の体育施設等の予約方法について】

★学校体育施設を除く体育施設★
（町民センター・第２体育館・海洋センター・総合グラウンド・野球場）
○予約の方法　
毎月、利用する月の前月１０日（曜日に関わらず）午後７時から町民センターにおいて開催する【利用者会議】において他団体と日程調整を行います。（※前もって通知はしません）
利用者会議後の予約は、空いている施設・日時を町民センター・海洋センターで確認の上随時予約してください。
○キャンセルの方法　

　町民センター　スポーツ係（62-2400）にご連絡してください。
★学校施設予約について★
〇原則
・町民センター・海洋センター・その他のグラウンド等、公共施設の使用を優先し、公共施設の
予約が出来なかった場合に限り学校施設を予約利用する。

・毎月1日を基準日として、当月・翌月の2ヶ月を予約できる。

・予約なしでの無断使用は絶対禁止。無断使用が判明した場合、その団体の体育施設利用を制限します。

・使用時間は下記のとおり
平　　　　日　　富士見中学校　18：30～21：30　　各小学校 18：45～21：50

土日・祝祭日　　富士見中学校　 8：30～21：30　　各小学校  8：30～21：50

○予約の方法　

①　各学校窓口を直接訪れ、台帳で空き状況を確認し仮予約をする（学校行事優先）
②　町民センター窓口で申請書を記入し提出する（仮予約から時間を空けないこと）
③　学校への仮予約手続き、（小学校の鍵の借出し・返却等）については、学校職員の勤務時間内

（平日8：15～16：45まで）にすること。
○キャンセルの方法　

1 予約の責任者は学校にキャンセルの旨を連絡（富士見中学校は午前中のみ連絡を受付けます）

2 同じく責任者は町民センター内スポーツ係（62-2400）にキャンセルの旨を連絡。

3 無断キャンセルは絶対しない。又、当日キャンセルなどが無いよう、できるだけ早めに連絡を入れること（安易な予約・キャンセルが多い団体は、他団体の迷惑となるため利用を制限します）。
　
【施設使用料（使用料・電気料・暖房費）】
◎分館（区）行事(福利･厚生)として、町内体育施設を利用した場合は、
使用料・電気料を減免とします（運動会・球技大会など）。※　暖房費は有料　
◎ただし日常的な活動（球技大会の練習等）で利用した場合は、使用料のみ減免となります。
※　電気料・暖房費は有料　（金額は下記料金表をご覧ください。）

電気料

●町民センター　午前８時３０分 ～ 正午　　　　　 　全面１，２００円
　　　正午 ～ 午後５時００分　　　　　　 全面１，２００円
午後５時００分 ～ 午後９時５０分   全面１，８００円
●第２体育館　　午前９時００分 ～ 正午 　　　　　　 　 全面６００円　
　 正午 ～ 午後５時００分　　　　　　　　 全面６００円
　午後５時００分 ～ 午後９時３０分　　　 全面７００円

●海洋センター　午前８時３０分 ～ 正午　 　　　　　　  全面５００円　

　　正午 ～ 午後５時００分　 　　　　　　  全面５００円
　　　　　　　　午後５時００分 ～ 午後９時５０分　 　  全面７００円
●各小中学校　　一律１回　３００円
暖房使用料

○町民センター・第２体育館・海洋センター　　１基１時間５２０円

